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平
成
24
年
第
３
回
（
９
月
）

定
例
会
は
、
９
月
４
日

（火）
か
ら

開
催
す
る
予
定
で
す
。
請
願
・

陳
情
は
、
８
月
27
日

（月）
ま
で
に

提
出
さ
れ
た
も
の
を
審
査
し
ま

す
。

　
あ
き
る
野
市
議
会
で
は
、
定

例
会
を
毎
年
３
月
、
６
月
、
９

月
と
12
月
の
年
４
回
開
催
し
て

い
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
議
会
事
務
局

　
10
月
１
日
か
ら
、
義
務
教
育

就
学
児
医
療
費
助
成
制
度
（
マ

ル
子
）
の
所
得
制
限
額
が
改
正

に
な
り
ま
す
。
児
童
手
当
と
同

様
の
制
限
額
に
な
り
、
範
囲
が

拡
大
さ
れ
ま
す
の
で
、
今
ま
で

所
得
制
限
額
を
超
過
し
て
い
た

た
め
に
受
給
で
き
な
か
っ
た
方

も
該
当
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
申
請
さ
れ
る
方
は
、
９
月

中
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
児
童
手
当
が
所
得
超
過
（
１

　
人
当
た
り
の
手
当
月
額
が
５

　
０
０
０
円
）
で
な
い
方
は
、

　
本
制
度
の
対
象
に
な
り
ま

　
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

　
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
対
象

　●

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助

　
成
制
度
（
マ
ル
子
）
…
小
学

　
校
１
年
生
か
ら
中
学
校
３
年

　
生
ま
で
の
義
務
教
育
就
学
年

　
齢
の
子
ど
も
で
、
父
ま
た
は

　
母
（
ど
ち
ら
か
高
い
方
）
の

　
所
得
が
表
の
所
得
制
限
額
を

　
超
え
て
い
な
い
方

※
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

　
方
、
心
身
障
害
者
医
療
費
助

　
成
（
マ
ル
障
）
の
医
療
証

　
（
負
担
者
番
号
８
０
１
３
７

　
４
９
０
）
か
、
ひ
と
り
親
家

　
庭
等
医
療
費
助
成
（
マ
ル

　
親
）
の
医
療
証
（
負
担
者
番

　
号
８
１
１
３
７
４
９
９
）
を

　
お
持
ち
の
方
は
対
象
と
な
り

　
ま
せ
ん
。
現
在
受
け
て
い
る

　
制
度
を
引
き
続
き
ご
利
用
く

　
だ
さ
い
。

▽
助
成
内
容
な
ど

　●

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助

　
成
制
度
（
マ
ル
子
）
…
入
院
、

　
調
剤
、
訪
問
看
護
の
保
険
診

　
療
（
医
療
費
分
）
の
自
己
負

　
担
分
を
全
額
助
成
し
ま
す
。

　●

通
院
（
柔
道
整
復
な
ど
の
施

　
術
を
含
む
）
に
か
か
る
医
療

　
費
（
通
院
１
回
当
た
り
）
の

　
自
己
負
担
分
は
、
２
０
０
円

　
が
上
限
に
な
り
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

　●

は
ん
こ

　●

健
康
保
険
証
﹇
児
童
と
保
護

　
者
（
父
母
）
の
も
の
﹈

　●

平
成
24
年
度
課
税
証
明
書

　
（
１
月
２
日
以
降
、
あ
き
る

　
野
市
に
転
入
し
た
方
の
み
）

※
要
件
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
他

　
の
書
類
が
必
要
で
す
。

※
平
成
24
年
度
課
税
証
明
書
は
、

　
児
童
手
当
現
況
届
の
手
続
き

　
時
に
提
出
し
て
い
れ
ば
不
要

▽
申
請
・
問
合
せ
　
子
育
て
支

　
援
課
子
育
て
支
援
係
、
五
日

　
市
出
張
所
（
申
請
の
み
）

　
現
在
お
持
ち
の
マ
ル
障
受
給

者
証
の
有
効
期
限
は
、
８
月
31

日
（金）
で
す
。
新
し
い
マ
ル
障
受

給
者
証
は
所
得
な
ど
の
審
査

後
、
該
当
す
る
方
に
８
月
末
ま

で
に
送
付
し
ま
す
。

　
都
で
は
、
心
身
に
障
が
い
の

あ
る
方
の
う
ち
、
身
体
障
害
者

手
帳
１
、
２
級
（
内
部
障
害
は

３
級
ま
で
）
か
、
愛
の
手
帳
１
、

２
度
の
方
を
対
象
に
、
心
身
障

害
者
医
療
費
助
成
制
度
（
マ
ル

障
受
給
者
証
の
交
付
）
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、

所
得
制
限
な
ど
に
よ
り
対
象
に

な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
対
象
と
な
ら
な
い
方

　●

本
人
（
未
成
年
者
は
、
世
帯

　
主
な
ど
）
の
前
年
の
所
得
が

　
別
表
の
制
限
基
準
額
を
超
え

　
る
方

　●

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

　
証
を
お
持
ち
で
住
民
税
が
課

　
税
さ
れ
て
い
る
方

　●

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

▽
問
合
せ
　
障
が
い
者
支
援
課

　
障
が
い
者
相
談
係

　
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

（
支
給
停
止
中
の
方
も
含
む
）

は
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。
現
況
届
は
、
引
き
続
き
手

当
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
か
を

確
認
す
る
た
め
に
行
な
う
も
の

で
す
。
期
限
ま
で
に
提
出
し
な

い
と
、
８
月
分
以
降
の
手
当
が

受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
対
象
の
方
に
は
現

況
届
の
案
内
を
郵
送
し
ま
し
た

が
、
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
　
児
童
扶
養
手
当
・
特

　
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
対

　
象
者

▽
受
付
期
間
　
８
月
17
日

（金）
ま

　
で
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

　
く
）

▽
受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
正

　
午
、
午
後
１
時
〜
５
時

▽
受
付
場
所
　
子
育
て
支
援
課

　
子
育
て
支
援
係
、
五
日
市
出

　
張
所

▽
持
ち
物
　
現
況
届
の
案
内
通

　
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

▽
そ
の
他
　
こ
れ
ら
の
制
度
を

　
受
け
て
い
る
方
で
、
次
の
場

　
合
は
必
ず
届
出
が
必
要
で
す
。

　●

住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

　●

氏
が
変
わ
っ
た
と
き

　●

そ
の
他
、
申
請
の
内
容
に
変

　
更
が
あ
っ
た
と
き

▽
問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課
子

　
育
て
支
援
係

　
水
が
お
い
し
く
感
じ
ら
れ
る

季
節
で
す
。
私
た
ち
の
生
活
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
『
水
』
。

人
は
水
が
な
い
と
３
日
も
生
き

ら
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
で
は
、
な
ぜ
水
が
大
切
な

の
で
し
ょ
う
か
。

①
水
の
働
き
　
私
た
ち
人
間
の

　
体
は
、
成
人
で
体
重
の
約
60

　
〜
65
　
、
子
ど
も
で
は
約
70

　
　
が
水
で
満
た
さ
れ
て
い
ま

　
す
。
水
は
、
体
の
細
胞
そ
の

　
も
の
を
構
成
し
て
い
る
だ
け

　
で
な
く
、
酸
素
や
栄
養
分
の

　
運
搬
や
老
廃
物
の
排
泄
、
体

　
温
調
節
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

　
す
。

②
体
内
の
水
が
減
る
と
ど
う
な

　
る
の
？
　
体
内
の
水
が
不
足

　
す
る
こ
と
を
「
脱
水
症
状
」

　
と
呼
び
ま
す
。
脱
水
症
状
を

　
起
こ
す
と
、
汗
が
出
な
く
な

　
り
体
温
が
上
が
っ
て
し
ま
い

　
ま
す
。
ま
た
、
尿
や
汗
が
出

　
な
く
な
る
と
、
体
内
に
老
廃

　
物
が
溜
ま
り
血
液
の
流
れ
が

　
悪
く
な
り
、
全
身
で
機
能
障

　
害
が
起
こ
り
ま
す
。
具
体
的

　
な
症
状
は
、
体
重
の
２
　
程

　
度
の
水
分
不
足
で
、
口
や
喉

　
の
渇
き
だ
け
で
な
く
、
食
欲

　
不
振
な
ど
の
不
快
感
に
襲
わ

　
れ
、
約
６
　
の
不
足
で
は
、

　
頭
痛
、
眠
気
、
よ
ろ
め
き
、

　
脱
力
感
な
ど
に
襲
わ
れ
、
情

　
緒
も
不
安
定
に
な
っ
て
き
ま

　
す
。
さ
ら
に
10
　
不
足
す
る

　
と
、
筋
肉
の
痙
攣
が
起
こ

　
り
、
循
環
不
全
、
腎
不
全
に

　
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ

　
以
上
で
は
、
意
識
を
失
う
こ

　
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
軽

　
度
の
脱
水
症
状
で
も
、
汗
に

　
よ
る
体
温
調
節
が
で
き
な
い

　
た
め
に
、
熱
中
症
に
な
り
や

　
す
く
な
り
ま
す
。
こ
の
熱
中

　
症
も
、
脱
水
症
状
と
同
様
の

　
症
状
が
現
れ
ま
す
。

③
水
を
飲
む
タ
イ
ミ
ン
グ
　
皆

　
さ
ん
は
、
意
識
し
て
水
を
飲

　
ん
で
い
ま
す
か
。
１
日
３
食

　
の
食
事
か
ら
も
水
分
は
取
れ

　
ま
す
が
、
そ
の
他
に
も
1.5
　

　
程
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま

　
す
。
水
を
上
手
に
摂
取
す
る

　
た
め
に
は
、
コ
ッ
プ
１
杯

　
（
２
０
０
ミ
リ
　
程
）
の
水

　
を
こ
ま
め
に
飲
む
こ
と
を
お

　
勧
め
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
水

　
分
を
取
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
紹

　
介
し
ま
す
。

　●

起
床
時
…
睡
眠
中
に
も
汗
を

　
か
い
て
水
分
が
失
わ
れ
、
血

　
液
が
濃
い
状
態
に
な
っ
て
い

　
ま
す
。
水
分
を
補
給
し
、
正

　
常
な
体
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。

　●

１
日
３
回
の
食
事
と
10
時
、

　
15
時
の
休
憩
時
…
体
内
の
水

　
分
が
失
わ
れ
て
い
て
も
、
喉

　
が
渇
い
た
と
自
覚
で
き
な
い

　
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
飲
む
タ

　
イ
ミ
ン
グ
を
決
め
る
こ
と
で

　
１
日
の
必
要
量
を
バ
ラ
ン
ス

　
よ
く
確
保
で
き
ま
す
。

　●

入
浴
後
…
入
浴
に
よ
る
発
汗

　
で
失
っ
た
水
分
を
補
い
ま
し

　
ょ
う
。

　●

就
寝
前
…
水
に
含
ま
れ
る
カ

　
ル
シ
ウ
ム
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

　
に
鎮
静
作
用
が
あ
る
と
言
わ

　
れ
て
い
ま
す
。
就
寝
前
の
水

　
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
も
得
ら

　
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
就
寝
中

　
は
水
分
補
給
が
で
き
な
い
た

　
め
、
あ
ら
か
じ
め
水
分
を
補

　
給
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　●

ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
と
き
…
運

　
動
中
は
大
量
の
汗
を
か
き
、

　
水
分
と
と
も
に
ミ
ネ
ラ
ル
も

　
体
か
ら
失
わ
れ
ま
す
。
水
分

　
不
足
に
な
る
前
に
補
給
を
し

　
て
、
脱
水
症
や
熱
中
症
を
予

　
防
し
ま
し
ょ
う
。

　
水
は
必
要
で
す
が
、
一
度
に

多
く
飲
み
過
ぎ
る
と
、
逆
に
体

に
負
担
が
か
か
り
ま
す
。
上
手

な
水
分
補
給
を
心
掛
け
、
熱
中

症
を
予
防
し
、
疲
労
回
復
や
健

康
維
持
に
役
立
て
ま
し
ょ
う

（
水
分
制
限
の
あ
る
方
は
、
医

師
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ

い
）
。

▽
問
合
せ
　
健
康
課
健
康
づ
く

　
り
係

マ
ル
障
受
給
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
の

現
況
届
の
手
続
き
は

　
　
　
お
済
み
で
す
か

＊午前９時30分から開会します。
＊日程は変更になる場合があります。

月　日 会議名 内　容

一般質問本会議（定例会初日）９月４日㈫

一般質問

総務委員会

９月５日㈬

一般質問

環境建設委員会

９月６日㈭

議案審議など

福祉文教委員会

９月７日㈮

議案審査など

本会議（定例会２日目）

９月11日㈫

議案審査など

本会議（定例会３日目）

９月12日㈬

議案審査など

本会議（定例会４日目）

９月13日㈭

決算特別委員会 議案審査など９月19日㈬

決算特別委員会 議案審査など９月20日㈭

委員長報告
議案審議など

本会議（定例会最終日）９月26日㈬

別表　マル障受給者証所得制限基準額

表　義務教育就学児医療費助成制度所得制限額

扶養親族などの数

０人

１人

２人

３人

４人

５人

扶養人数

０人

１人

２人

３人以上

所得制限額

６２２万円

６６０万円

６９８万円

基　準　額

３６０万４０００円

３９８万４０００円

４３６万４０００円

４７４万４０００円

５１２万４０００円

５５０万４０００円

コップ１杯の水が
　　　　　　健康の鍵

１人増すごとに３８万円を
加算します。

※ 条件により所得から控除できる金額があります。

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト

リ
ッ

ト
ル

リ
ッ

ト
ル


